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「協同労働」個別プロジェクト立ち上げ支援事業補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、「協同労働」個別プロジェクト立ち上げ支援事業補助金交付要綱（以下「要綱」と

いう。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （補助対象事業の拠点） 

第２条 要綱第４条第１項第２号に規定する補助対象事業の拠点とは、次に掲げるいずれかの場所とす

る。 

 ⑴ 補助対象団体の構成員が補助対象事業を実施するために定期的に使用する場所 

 ⑵ 補助対象団体の代表者の自宅（前号に該当する場所がない場合に限る。） 

 ⑶ その他市長が補助対象事業の拠点として認める場所 

 

 （補助対象事業の対象地域） 

第３条 要綱第５条第１項第３号に規定する対象地域とは、次に掲げる地域とする。 

 ⑴ 補助対象事業によりサービス提供を受ける住民が居住する地域 

 ⑵ 補助対象事業の実施場所が所在する地域 

 ⑶ その他市長が補助対象事業の対象として認める地域 

 

 （補助金の交付申請に係る申請書等の様式） 

第４条 要綱第９条第２項に規定する所定の申請書は、次に掲げるものとする。 

⑴ 補助金交付申請書（様式第１号） 

⑵ 事業計画書（様式第２号） 

⑶ 収支予算書（様式第３号） 

⑷ 団体の概要書（様式第４号） 

⑸ 誓約書（様式第５号） 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

２ 要綱第１１条第１項に規定する所定の通知書は、次に掲げるものとする。 

⑴ 補助金交付決定通知書（様式第６号） 

⑵ 補助金不交付決定通知書（様式第７号） 

３ 要綱第１３条第１項に規定する所定の申請書は、次に掲げるものとする。 

⑴ 事業計画変更申請書（様式第８号） 

⑵ 変更事業計画書（様式第９号） 

⑶ 変更収支予算書（様式第１０号） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

４ 同条第２項に規定する所定の承認書は、事業計画変更承認書（様式第１１号）とする。 

５ 要綱第１４条に規定する所定の報告書は、次に掲げるものとする。 

⑴ 補助事業実績報告書（様式第１２号） 

⑵ 事業実施報告書（様式第１３号） 

⑶ 収支決算書（様式第１４号） 

⑷ 領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し（市長が必要と認めるものに限る。） 
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 ⑸ その他市長が必要と認める書類 

６ 要綱第１５条第１項に規定する所定の通知書は、補助金交付確定通知書（様式第１５号）とする。 

７ 要綱第１６条に規定する所定の報告書は、第５項第１号から第３号までに定める様式によるものと

する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要領は、令和４年８月１日から施行する。 

 

 （施行期日） 

この要領は、令和６年８月１日から施行する。 

 


